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大町町物価高騰対策【第 2 弾】町なか買い物チケット 

取扱店募集要項 
 

1 趣 旨 

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた町民を支援し、町内経済の

活性化をはかるため、町なか買い物チケットを発行するにあたり、取扱店舗を募

集する。 

 

2 町なか買い物チケット発行事業の概要 

(1)名 称 大町町物価高騰対策【第 2弾】町なか買い物チケット 

(2)発 行 者 大町町 

(3)対 象 者 約 5,800 人 

(令和 8年 6月 1日時点で住民基本台帳に記載されている 

すべての大町町民) 

(4)チケット構成 1 冊につき 10,000 円分(500 円券×20 枚)で 1 人 1 冊配布 

(5)配 布 期 間 令和 8年 6月 13 日(土)から順次 

(6)使 用 期 間 令和 8年 7月 1日(水)から令和 8年 9月 30 日(水)まで 

(7)取 扱 店 舗 買い物チケットの取扱店として登録された町内の店舗 

 

【事業イメージ】 
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3 買い物チケットの使用対象とならないもの 

 買い物チケットは次に掲げる物品及び役務の提供を受けるためには使用する

ことはできません。 

(1)出資や金融商品 

(2)債務の支払い(振込手数料、電気、ガス、水道料金) 

(3)有価証券、買い物チケット、ビール券、図書カード、切手、官製はがき、印

紙、プリペイドカード、タバコ等の換金性の高いもの。※タバコは使用でき

ません 

(4)土地、家屋購入、家賃、地代、駐車料等の不動産に関わる支払い 

(5)現金との換金、金融機関への預け入れ 

(6)電子マネーへの入金 

(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122

号)第 2 条に該当する営業において提供される役務 

(8)特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの 

(9)国や地方公共団体への支払い 

(10)その他取扱店が特に指定するもの 

 

4 参加資格 

 大町町内に事業所・店舗等を有する事業者とし、町内の店舗等に限り買い物チ

ケットを使用可能とすることができるものとします。ただし以下の事業者を除

きます。 

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122

号)第 2 条に該当する営業を行うもの 

(2) 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を

行うもの 

(3) 本要綱の「3 買い物チケットの使用対象とならないもの」に記載された取

引、商品のみを取り扱う事業者 

(4) 役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3

年法律第 77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第

6号に規定する暴力団員をいう。)または、暴力団員と社会的に非難されるべ

き関係を有しているものに該当する事業者 

(5) 上記(1)～(4)のほか、町が対象外とすることを適当と認めた店舗 

 

5 取扱店の責務 

(1)取引において買い物チケットの受け取りを拒否しないこと 

(2)他割引企画との併用不可やポイント加算対象外、買い物チケット使用上限額

等を定める場合は、あらかじめ使用者が認識できるように、チラシなどによ
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り店内の分かりやすい場所等にその旨明示すること 

(3)有効期限を過ぎた買い物チケットは受け取らないこと。今回の有効期限は 

令和 8 年 9 月 30 日(水)までです。 

(4)買い物チケットは転売、譲渡、交換、再利用及び換金しないこと 

(5)券面金額以下の取引の場合であってもお釣りは渡さないこと 

(6)不足分は現金等で受け取ること 

(7)商品返品の際の返金は行わないこと 

(8)取引により買い物チケットを受け取ったときは、見本と使用された買い物チ

ケットが相違ないか確認すること。「偽造防止ホログラムがない」、「色合いが

明らかに違う」等、偽装等された買い物チケットと判別できる場合は、買い

物チケットの受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに警察に通報

すること。また、その旨町へ報告すること。なお、買い物チケットの盗難、

紛失、滅失または偽造、変造、模造等に対して町は責を負いません。 

※買い物チケットの盗難・紛失については、損害賠償が発生する場合があり

ます。 

(9)買い物チケットの見本は、レジ担当者をはじめ買い物チケットを取り扱うす

べての関係者に周知すること 

(10)取引により買い物チケットを受け取ったときは、再流出を防止するため、券

裏面に取扱店舗の印を捺印すること。また、既に印があるものは受け取らな

いこと。 

(11)町が配布する「取扱店のぼり」を取扱店舗の分かりやすい場所に設置するこ

と。期間終了後は、大町町役場へ返却すること。 

(12)本募集要項に則して、買い物チケットを適正に取り扱うこと 

(13)大町町、その他当該事業に係る関係者の事業運営に協力すること 

 

6 換金手続き 

 取引において買い物チケットを受け取った事業者・店舗は、次の要領で換金を

申し出ることができます。 

(1) 取扱店舗は、大町町が指定する金融機関の窓口へ営業時間内に、以下の必要

なものを持参してください。使用済み買い物チケットは裏面の取扱店欄に事

業所名を記載(手書きまたはゴム印)してください。 

【必要なもの】 

必要なもの 備考 

1 
使用済み買い物チ

ケット 

買い物チケットの裏面に「取扱店舗名」を記入くださ

い。 

※「取扱店舗名」の記入がない場合は、換金受付がで

きないことがあります。 
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2 換金依頼書 金融機関の窓口に設置しています。 

3 取扱店証明書（写） 
取扱店登録の申し込みを受付次第、町から送付しま

す。 

4 預金口座の通帳 換金振込先の預金口座の通帳を持参して下さい。 

 

(2) 換金申込予定窓口は、以下のとおりです。 

①佐 賀 銀 行 大 町 出 張 所 

②九州ひぜん信用金庫大町支店 

(3) 換金額は【500 円×買い物チケットの枚数】です。(他行の口座へ振り込む場

合の手数料については事業者負担となります。) 

(4) 使用済み買い物チケットを換金するにあたり、万一入金額に差異があった場

合、換金依頼書の取扱店舗控え(半券)による照会が必要となります。したが

って、入金確認を完了するまで大切に保管してください。控えがない場合は、

振込金額の差異があっても異議申し立てができません。なお、控え片がある

場合でも、振り込み完了後、2週間を過ぎてからの異議申し立てはできませ

んのでご注意ください。 

(5) 換金請求期限(令和 8 年 10 月 9 日)を過ぎてからの受付には一切応じられま

せんので、期限内に換金手続きをしてください。 

(6) 換金受付については、令和 8 年 7 月 1 日から令和 8 年 10 月 9 日までの金融

機関の営業日とし、原則、換金請求日の翌々営業日までに取扱店舗の指定口

座へ振り込まれます。ただし、持込時間や換金枚数によっては数日後に振り

込まれる場合もあります。 

 

7 申込方法等 

取扱店舗の登録申請は、次の方法で行ってください。 

(1) 本要綱に同意のうえ、町なか買い物チケット取扱店登録申請書(以下、「登録

申請書」という。)に必要事項を記入し、大町町商工会へ直接提出もしくは

ＦＡＸ提出してください。登録申請書は大町町のホームページからダウンロ

ードできるほか、大町町役場企画政策課窓口でも配布します。 

(2) 登録申請書の提出先は以下のとおりです。 

〒849-2102 大町町大字福母 419 番地 3 

  大町町商工会 TEL：0952-82-5555   FAX：0952-82-3662  

(3) 第 1 次登録申請の締切は令和 8 年 5 月 1 日（金)とします。それ以降は令和

8年 8月 28 日（金）まで受け付けます。 

(4) 登録申請のあった取扱店舗は、審査を経て、取扱店として承認・登録されま

す。ただし、本募集要項に定める取扱店の参加資格を満たさない事業者は除
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きます。 

※申請に不備がある、または参加資格を満たさない取扱店舗については大町町 

役場から連絡します。 

(5) 取扱店登録に係る証明書の発行については、準備ができ次第交付します。 

(6) 大町町内に複数店舗がある場合、個別の店舗ごとに申請書を提出してくださ

い。 

 

8 その他 

(1) 募集要項に記載のない事項もしくは定めのない事項に関しては、大町町がそ

の対応を決定します。 

(2) 取扱店舗の情報(店舗名称、所在地、電話番号、業種等)は、「買い物チケッ

ト取扱店」としてチラシ裏面、ホームページにより広報します。 

(3) 使用者への不利益を与える行為や、故意により町に対して損害を与える行為

等を行った場合は、換金の拒否もしくは損害賠償を求める場合がありますの

で、ご注意ください。 

 

 


